
日頃から確認を行うことが、法律に違反する行為や
取引のトラブル防止につながります。

ＮＯ
ﾁｪｯｸ
欄

参照
箇所 宅建業法

1 1頁
第48条
第1項

2 2頁
第48条
第3項

3 2頁 第22条の2

4 2頁 第31条の３

5 2頁 第31条の３

6 3頁 第49条

7 3頁
第50条
第1項

8 3頁
第46条
第4項

9 ―
第2条第2号
第3条第1項
第12条1項

10 ―
法第34条
第1項

11 5頁
第34条の2
第1項

12 5頁
第34条の2
第1項

13 5頁
第34条の２
第5項～第8
項

14 5頁 第34条の3

15 １9頁
第46条
第1項、第2
項

16 5頁
第35条
第1項

17 ― 第35条

18 5頁
第35条
第47条第1
号

19 5頁
第35条
第4項

20 5頁
第35条
第5項

宅地建物取引士は、重要事項説明書の内容を確認し、記名している。

宅地建物取引士は重要事項の説明をするとき、相手方に宅地建物取引士証
を提示している。

代理の場合も媒介に準じて行っている。

媒介契約を締結した相手方に対して媒介契約書面を交付している。

媒介契約書に記載の誤り、漏れがない。

専任、専属専任媒介契約における責務を果たしている。

広告には、適切な取引態様を明示している。

重要事項説明書に記載の誤り・漏れがない。

事 務 所 状 況 確 認 チ ェ ッ ク シ ー ト

チ　ェ　ッ　ク　項　目

報酬額表は、最新のものを掲示している。

適切な内容を記した業者票を掲示している。

法定数（５分の１以上となる数）を充足する専任の宅地建物取引士が設置
されている。

定められた事項が記載できる帳簿を備え付け、取引のあった都度に記載し
ている。

従業者全員に適正な従業者証明書を作成・交付し、携帯させている。

必要事項が記載された従業者名簿を備え付けている。

宅地建物取引士は、有効期間が満了していない、適切な内容が記載された
宅地建物取引士証の交付を受けている。

専任の宅地建物取引士は常勤している。

無免許で宅地建物取引業を営む者の媒介・代理は行っていない。

媒介・代理の際に受領する報酬は、国土交通大臣の定めた額以内である。

宅地建物取引士が書面を交付して重要事項説明をしている。

古い様式や説明項目が漏れている重要事項説明様式を使用していない。

不備等のある項目は、すぐに改善しましょう。
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事 務 所 状 況 確 認 チ ェ ッ ク シ ー ト

チ　ェ　ッ　ク　項　目

21
8頁
9頁

第４７条
第４７条の２

22 6頁
第37条
第1項、第2
項

23 6頁
第37条
第1項、第2
項

24 6頁
第37条
第3項

25 ―
第33条
第36条

26 7頁 第33条の2

27 7頁 第37条の2

28 7頁 第38条

29 8頁 第39条

30 8頁 第40条

31 8頁 第41条

32 8頁 第41条の2

33 ―
第37条第1
項第3号、ガ
イドライン

34 8頁 第46条

〇犯罪収益移転防止法関係

1 3頁 法4条

2 3頁 法7条

3 3頁 法6条、7条

自己の所有に属しない宅地建物について、自ら売主となる契約を締結して
いない。

開発許可や建築確認等、政令で定める許可・確認等が必要な未完成物件に
ついて、許可・確認等を受ける前に、広告、媒介・代理、売買契約等の締
結をしていない。

報酬額は、消費税を除いた売買代金から積算している。

自ら売主となる売買契約において、債務不履行による契約解除に伴う損害
賠償額を予定し、または違約金を定めるときは、これらを合算した額が代
金の１０分の２以下である。

自ら売主で工事完了前の売買の場合：売買代金の５％を超え、または１千
万円を超える額の手付金等を受領する場合は、手付金等の保全措置を講じ
たうえで受領している。

契約書に建物の売買代金に係る消費税額を記載している。

自ら売主となる売買契約において受領する手附の額は、代金の１０の２以
下である。

手付金分割等による契約の誘引、威迫、電話による長時間の勧誘などを
行っていない。

自ら売主で工事完了後の売買の場合：売買代金の１０％を超え、または１
千万円を超える額の手付金等を受領する場合は、手付金等の保全措置を講
じたうえで受領している。

自ら売主となる売買契約における担保責任の期間は、引渡日から２年以上
である。

自ら売主となる売買契約において、当該業者の事務所等以外の場所で買受
けの申込みを受けたり、売買契約を締結した場合は、８日間は無条件で申
込みの撤回又は契約の解除ができる旨を書面を交付して告げている。

宅地建物の売買（仲介含む。）にあたって、売主・買主・代理人等にかか
る本人確認を行っている。

取引記録を作成している。

確認記録及び取引記録を7年間保存している。

売買・賃貸契約を締結したときは、遅滞なく契約書を交付している。

契約書に記載の誤り、漏れがない。

宅地建物取引士が契約書の内容を確認し、記名している。

不備等のある項目は、すぐに改善しましょう。


